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答申第１７９号（諮問第２３３号事案） 

 

答     申 

 

第１ 審査会の結論 

宮城県知事は，本件審査請求の対象となった部分開示決定につき，同部分

開示決定の対象行政文書一覧に優生手術台帳を追加した上で，優生手術台帳

については別紙２に掲げる部分を除き，また，優生手術台帳を除く対象行政

文書については第５の４（２）に掲げる部分を除き，開示すべきである。 

 

第２ 審査請求に至る経過 

 １ 審査請求人は，平成３０年１１月２日付けで，情報公開条例（平成１１年

宮城県条例第１０号。以下「条例」という。）第５条第１項の規定により，

宮城県知事（以下「実施機関」という。）に対し，「旧優生保護法に基づき実

施された，いわゆる障害者らに対する強制不妊手術に関する一切の記録」に

ついて，開示の請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

 

 ２ 実施機関は，本件開示請求に対応する行政文書（以下「本件行政文書」と

いう。）として，優生手術台帳及び別紙１に記載する９７の文書を特定した。 

その上で，実施機関は，一部について開示をしない理由を次のとおり付し

て部分開示決定（以下「本件処分」という。）を行い，平成３０年１１月１９

日付けで審査請求人に通知した。 

    

条例第８条第１項第２号該当 

個人に関する情報であって，請求者本人以外に係る個人情報が含まれてお

り，開示することにより当該本人以外の個人の権利利益を害するおそれが生

じるため。 

    

なお，本件処分の対象行政文書一覧（以下「一覧」という。）には優生手術

台帳の記載はなく，その他本件処分には優生手術台帳の開示等に関して触れ

られた形跡はない。 

 

 ３ 審査請求人は，平成３１年２月２５日付けで，行政不服審査法（平成２６

年法律第６８号）第２条の規定により，本件処分を不服として，実施機関に

対し審査請求を行った。 

 



 

2 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   審査請求の趣旨は，対象行政文書特定の当否と本件処分で非開示とされ

た部分について，非開示処分を取り消し，開示を求めるものである。 

 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書において述べている

内容によると，次のとおりである。 

 

原処分の対象行政文書特定の当否（他に対象となるべき行政文書が存在し

ないかどうか）及び非開示部分の非開示情報性の２点につき審理を乞う。た

だし，優生手術対象者の個人情報が保護秘匿されるべきは当然であるから争

わず。藉口した不当な非開示がないことを確認されたい。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

   実施機関が弁明書において述べている内容は次のとおりである。 

 

１ 対象行政文書の概要 

請求のあった「強制不妊手術」に関する文書は，「優生手術台帳」（昭和 

３８年度から昭和６１年度までをひとつづりにしたもの。作成そのものに係

る根拠規程等はない。）及び宮城県公文書館に保管されていた，①昭和２８，

２９年度（昭和２７年度の文書を含む），②同３２年度，③同３３年度，④同

３５，３６年度に作成された，「優生手術申請書」「優生保護審査会議事録」

の４冊の簿冊（以下「４簿冊」という。）のみ存在している。 

 

２ 対象行政文書の捜索状況 

当該文書については，請求人が求める以前の，平成２９年度から，本件に

関連する開示請求があったことから，庁内関係各課及び地方機関において，

キャビネットや書庫等を捜索したほか，平成３０年３月２９日付けで，庁内

関係各課及び地方機関あてに，優生手術関連文書について保全するよう依頼

し，その後，同年７月１３日付けで厚生労働省子ども家庭局長通知に基づく

資料の保管状況等調査のために，再度全庁的に捜索を行った結果に基づくも

のである。 

 

 ３ 非開示部分について 

請求人が求める内容は，優生手術対象者の個人情報に該当しない不当な非
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開示がないか確認することであるが，非開示決定とした「優生手術台帳」及

び部分開示決定とした「４簿冊」の対象行政文書一覧の非開示部分は，個人

情報により，保護秘匿する必要のある記録である。 

 

第５ 審査会の判断理由 

１ 条例の基本的な考え方について 

条例は，「地方自治の本旨にのっとり，県民の知る権利を尊重し，行政文

書の開示を請求する権利」を明らかにすることにより，「県政運営の透明性

の一層の向上を図り，もって県の有するその諸活動を説明する責務が全うさ

れるようにするとともに，県民による県政の監視と参加の充実を推進し，及

び県政に対する県民の理解と信頼を確保し，公正で開かれた県政の発展に寄

与することを目的」として制定されたものであり，原則公開の理念の下に解

釈され，及び運用されなければならない。 

当審査会は，この原則公開の理念に立って，条例を解釈し，以下のとおり

判断するものである。 

 

２ 本件行政文書について 

本件審査請求に係る行政文書は旧優生保護法に基づき実施された優生手

術に関する一切の記録である。当審査会では，実施機関から本件行政文書の

提供を受け，これをインカメラ審理によって実際に見分し，その非開示妥当

性を検討する。 

 

３ 当審査会での審査及び検討対象等 

（１）本件行政文書の特定について 

 実施機関は第４の２のとおり文書の探索を行い，その結果「優生手術

台帳」と以下の４つの簿冊（以下の①から④までを合わせて，以下「優

生手術申請書等」という。）の存在を確認しており，これらの説明に，

特段不合理，不自然な点はなく，首肯し得るものと認められる。 

①昭和２８，２９年度（昭和２７年度の文書を含む）「優生手術申請

書」「優生保護審査会議事録」 

②同３２年度「優生手術申請書」「優生保護審査会議事録」 

③同３３年度「優生手術申請書」「優生保護審査会議事録」 

④同３５，３６年度に作成された，「優生手術申請書」「優生保護審査

会議事録」 

（２）本件処分の瑕疵
か し

について 

実施機関は，本来，「優生手術台帳」と「優生手術申請書等」の全て



 

4 

 

の文書について開示決定等を行うべきところ，「優生手術台帳」を一覧

に載せずに本件処分を行った。 

実施機関からのこの事情に関する説明によれば，優生手術台帳につ

いては非開示と判断したため，部分開示リストとして作成した一覧に

載せなかったとのことであるが，実施機関は，本件処分において優生手

術台帳の開示等に関してなんら触れておらず，また本件処分とは別に

非開示決定を行ってもいない。そうすると，本件処分は，結果として優

生手術台帳についての開示等に関する判断を示していないと判断せざ

るを得ず，瑕疵があったと言わざるを得ない。 

（３）当審査会の審査及び検討対象について 

 当審査会の審査に当たっては，優生手術台帳を含む本件行政文書を

審査対象とするものであるが，優生手術台帳については，令和元年７月

２３日付け答申第１６６号（以下「答申第１６６号」という。）におい

て，強固なプライバシー保護の観点から，条例第８条第１項第２号に該

当する非開示項目について，別紙２に記載するとおり判断を示してい

る。 

 当審査会は，現時点においても，上記答申の判断は妥当であると判断

する。 

そのため，当審査会としては，「優生手術申請書等」についても当該

答申と同じ考え方に立脚し，以下に検討するものである。 

 

４ 「優生手術申請書等」の条例第８条第１項第２号の該当性について 

（１）条例第８条第１項第２号の規定について 

条例第８条第１項第２号本文は，「個人に関する情報（事業を営む個

人の当該事業に関する情報を除く。）であって，特定の個人が識別され，

若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできない

が，公開することにより，なお個人の権利利益が害されるおそれがある

もの」を非開示事由として規定しているが，同号ただし書により，次に

掲げる情報が記録されている行政文書については，同号本文に該当す

る場合であっても，行政文書の開示をしなければならない。 

イ 法令の規定により又は慣行として公開され，又は公開することが

予定されている情報 

ロ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）

第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１

年法律第１０３号）第２条第４項に規定する行政執行法人の役員及

び職員を除く。），独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の
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公開に関する法律（平成１３年法律第１４０号）第２条第１項に規定

する独立行政法人等をいう。）の役員及び職員，地方公務員法(昭和２

５年法律第２６１号)第２条に規定する地方公務員並びに地方独立

行政法人及び公社の役員及び職員をいう。）である場合において，当

該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは，当該情報のうち，

当該公務員等の職，氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分 

（２）条例第８条第１項第２号該当性の検討 

 「優生手術申請書等」には，優生手術に関する個人情報が記載されて

おり，プライバシー情報として強固に保護することが求められる。した

がって被手術者とされた者の特定につながる情報は，間接的な情報も

含めて，慎重に検討していく必要がある。 

実施機関が「優生手術申請書等」において非開示とした情報のうち，

以下の情報については，優生手術を受けた者の個人に関する情報であ

って，特定の個人が識別され，若しくは識別され得るもの又は特定の個

人を識別できないが，公開することにより，なお，個人の権利利益が害

されるおそれがあるものであり，条例第８条第１項第２号に該当する。 

よって，非開示としたことは妥当である。 

イ 被申請者（被手術者，優生手術を受くべき者及びその他同趣旨の表

現を含む。）に係る住所，氏名，本籍，現住所，生年月日，病名，発

病後の経過，現在の症状，申請理由，手術実施等月日，付添人氏名，

優生保護法の該当条項（ただし，実施機関が開示したものは除く。），

居住する市町村名・首長名・公印の印影，被申請者及び家族の言行等 

ロ 家族に係る氏名，年齢，職業，勤務先，遺伝関係調査結果，続柄（た

だし，病気等に罹患していないとされる旨の記載がある者を除く。），

優性手術希望の有無等 

ハ 健康診断医師に係る氏名，所属医療機関名（所属診療科名を除

く。）・所在地 

ニ 申請医師（申請者，主治医及びその他同趣旨の表現を含む。）に係

る住所（所属診療科名を除く。），氏名，所属医療機関名（所属診療科

名を除く。）・所属機関名・所在地，手術希望の月・医療機関名・手術

者名 

ホ 委託医師（手術指定医師，指定医師及びその他同趣旨の表現を含

む。）に係る住所（所属診療科名を除く。）・診療科に冠した固有名詞，

氏名，所属医療機関名（所属診療科名を除く。）・診療科に冠した固有

名詞・所在地 

へ 委託医療機関（請求医療機関名を含む。）に係る名称（診療科名を
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除く。），診療科に冠した固有名詞，所在地，管理者名，会計責任者名 

一方，上記以外の部分については，個人が識別され，若しくは識別さ

れ得るもの又は特定の個人を識別することはできないが，公開するこ

とにより，なお個人の権利利益が害されるおそれがあるものとまでは

認められない。 

よって，条例第８条第１項第２号には該当せず，開示すべきである。 

 

５ 優生手術台帳の条例第８条第１項第２号の該当性について 

当審査会が，優生手術台帳について，現時点においても答申第１６６号の

判断を妥当であるとするのは前述のとおりである。そのため，優生手術台帳

については，当該答申において非開示とすべき項目の記載を除き，開示すべ

きである。 

 

６ 結論 

以上のとおり，当審査会は，本件処分のうち，実施機関の判断が示されて

いない優生手術台帳については別紙２に掲げる非開示項目を除き，また，実

施機関が非開示と判断したことが示されている「優生手術申請書等」につい

ては第５の４（２）に掲げる非開示項目を除き，開示すべきであると判断し

た。 

 

第６ 付 言 

 第５の３（２）で述べたとおり，本件処分においては，結果として，特定

された対象行政文書の一部についての開示等に関する判断が示されていな

い。また，行政文書特定の際に落丁及び重複が認められた。今後，実施機関

において開示決定等を行うに当たっては，条例第６条第２項の趣旨及び行政

文書開示事務取扱要綱第３の５（７）イ「開示決定，部分開示決定及び非開

示決定の場合は，当該行政文書の件名，文書番号等を正確に記入すること。」

に基づき適正に処理するとともに，落丁等を生じさせないよう留意すること

を求める。 

 

第７ 審査の経過 

   当審査会の処理経過は，別紙３のとおりである。 
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別紙１ 

番号 年度 対象行政文書 

1 S28 優生手術の委託について（通知）（起案） 

2 S28 優生手術の委託について（起案） 

3 S28 優生手術交付金について 

4 S28 優生手術の委託について（通知） 

5 S28 請書 

6 S28 優生手術委託料請求書 

7 S28 優生手術の委託について（起案） 

8 S28 請書 

9 S28 優生手術の委託について（起案） 

10 S28 優生手術の委託について（起案） 

11 S28 請書 

12 S28 優生手術の委託について（起案） 

13 S28 優生保護審査会開催通知 

14 S28 請書 

15 S28 請求書 

16 S28 請書 

17 S28 優生手術の委託について（起案） 

18 S28 優生保護審査会開催通知 

19 S28 請書 

20 S28 優生手術の委託について（起案） 

21 S28 優生保護審査会開催通知 

22 S28 優生手術の委託について（起案） 

23 S28 請書 

24 S28 優生保護審査会開催通知 

25 S28 優生手術の委託について（起案） 

26 S28 優生手術の委託について（起案） 

27 S27 優生手術の委託について（起案） 

28 S29 優生手術の委託について（起案） 

29 S29 優生手術の委託について（起案） 

30 S29 優生手術の委託について（起案） 

31 S29 優生手術の委託について（起案） 

32 S29 優生手術の委託について（起案） 

33 S29 優生手術の委託について（起案） 
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番号 年度 対象行政文書 

34 S29 優生保護審査会議事録 

35 S29 優生保護審査会議事録 

36 S29 優生保護審査会議事録 

37 S29 優生保護審査会議事録 

38 S29 優生保護審査会議事録 

39 S29 優生保護審査会議事録 

40 S32 優生保護審査会開催（起案） 

41 S32 優生手術の委託（起案） 

42 S32 優生保護審査会開催（起案） 

43 S32 優生手術の委託（起案） 

44 S32 優生保護審査会開催（起案） 

45 S32 優生手術の委託（起案） 

46 S32 優生手術の委託（起案） 

47 S32 優生手術実施医師の指定替について（起案） 

48 S32 優生保護審査会開催について 

49 S32 優生保護審査会開催（起案） 

50 S32 優生保護審査会開催（起案） 

51 S32 優生手術申請について 

52 S32 優生保護審査会会議録 

53 S32 優生保護審査会会議録 

54 S33 優生保護審査会議事録 

55 S33 優生保護審査会議事録 

56 S36 優生保護審査会開催（起案） 

57 S36 優生手術の委託について（起案） 

58 S36 優生手術に伴う入院期間について 

59 S36 優生手術実施について 

60 S36 優生保護審査会の開催について（起案） 

61 S36 昭和 35年度優生手術実施に伴う注射料について（起案） 

62 S36 優生手術申請の受理並びに審査会開催について（起案） 

63 S36 優生手術の可否決定並びに委託について（起案） 

64 S36 優生手術の可否決定並びに委託について（起案） 

65 S36 優生保護審査会の開催について（起案） 

66 S36 優生手術実施指定医師の変更について（起案） 

67 S35 優生保護審査会開催について（起案） 
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番号 年度 対象行政文書 

68 S35 優生手術の委託について（起案） 

69 S35 請書 

70 S35 優生保護審査会開催（起案） 

71 S35 優生手術の委託について（起案） 

72 S35 優生保護審査会開催について（起案） 

73 S35 優生手術の委託について（起案） 

74 S35 優生手術の委託について（起案） 

75 S36 様式（可否決定通知，請書） 

76 S36 優生手術の委託請書について 

77 S36 優生手術委託料請求書 

78 S36 請書，可否決定通知書 

79 S36 優生手術の委託請書について 

80 S36 請書 

81 S36 優生手術委託料請求書 

82 S36 請書，可否決定通知，医師指定通知 

83 S35 優生手術の適否決定並びに優生手術実施医師の指定について 

84 S35 優生手術の実施について（起案） 

85 S35 優生保護審査会開催について（起案） 

86 S35 優生手術の委託について（起案） 

87 S35 優生保護審査会開催について（起案） 

88 S35 優生手術の委託について（起案） 

89 S35 優生保護審査会開催について（起案） 

90 S35 優生手術の委託について（起案） 

91 S35 請書 

92 S35 優生手術委託料請求書 

93 S35 請書 

94 S35 事務連絡 

95 S36 請書 

96 S36 優生手術委託料請求書 

97 S36 請書 
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別紙２ 

ページ 対象行政文書 非開示とすべき項目 

３ 昭和６１年度優生手術個人別台

帳 

被手術者氏名，被手術者姓別，

被手術者年令，被手術者住所，

優生保護法の該当条項，申請理

由，申請者氏名，申請者住所，

手術者氏名，手術者住所 

５ 昭和５６年度優生手術個人別台

帳 

被手術者氏名，被手術者姓別，

被手術者年令，被手術者住所，

優生保護法の該当条項，申請理

由，申請者氏名，申請者住所，

手術者氏名，手術者住所 

７ 昭和５４年度優生手術費交付金

個人別支出明細書 

氏名，性別，年令，疾病名，手

術実施病院名，手術術式 

８ 昭和５４年度被手術者名簿 被手術者名，被手術者住所，性

別，年令，申請理由，手術者

名，手術者住所，申請者名，申

請者住所，優生保護法の該当条

項，手術実施月日 

１０ 昭和５３年度被手術者名簿 被手術者名，被手術者住所，申

請理由，手術者名，手術者住

所，申請者名，申請者住所，優

生保護法の該当条項，手術実施

月日 

１１ 昭和５３年度優生手術費交付金

個人別支出明細書 

氏名，疾病名，手術実施病院名 

１３ 昭和５２年度優生手術費交付金

個人別支出明細書 

氏名，性別，年令，疾病名，手

術実施病院名，手術術式 

１５ 昭和５１年度優生手術費交付金

個人別支出明細書 

氏名，性別，年令，疾病名，手

術実施病院名，手術術式 

１７ 昭和５０年度優生手術費交付金

個人別支出明細書 

氏名，疾病名，手術実施病院名 
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ページ 対象行政文書 非開示とすべき項目 

１８ 昭和５０年度被手術者名簿 被手術者名，被手術者住所，申

請理由，手術者名，手術者住

所，申請者名，申請者住所，優

生保護法の該当条項，手術実施

月日 

２０ 昭和４９年度優生手術個人別支

出明細書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

２１ 昭和４９年度優生手術個人別支

出明細書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

２２ 昭和４９年度被手術者名簿 優生保護法の該当条項，被手術

者氏名，被手術者現住所，申請

理由，手術者氏名，手術者住

所，申請者氏名，申請者住所，

手術実施月日 

上側の表の標題部分２文字目か

ら６文字目まで 

下側の表の標題部分２文字目か

ら５文字目まで 

２３ 昭和４９年度被手術者名簿 被手術者氏名，被手術者現住

所，申請理由，手術者氏名，手

術者住所，申請者氏名，申請者

住所，手術実施月日 

表の下３行目１文字目から終わ

りまで 

表右側欄外６行目１文字目から

３文字目まで 

２４ 昭和４９年度被手術者名簿 被手術者氏名，被手術者現住

所，申請理由，手術者氏名，手

術者住所，申請者氏名，申請者

住所，手術実施月日，電話番号 

２６ 昭和４８年度優生手術個人別明

細書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

２７ 昭和４８年度優生手術個人別明

細書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 
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ページ 対象行政文書 非開示とすべき項目 

２８ 昭和４８年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

２９ 昭和４８年度被手術者名簿 被手術者名，被手術者住所，申

請理由，手術者名，手術者住

所，申請者名，申請者住所，手

術実施月日 

表中１９行目下段１文字目から

５文字目まで及び８文字目から

終わりまで 

表右側欄外６行目１文字目から

６文字目まで 

３０ 昭和４８年度被手術者名簿 被手術者氏名，被手術者住所，

申請理由，手術者氏名，手術者

住所，申請者氏名，申請者住

所，手術実施月日，電話番号，

審査会における決定申請理由，

審査会における決定指定医師氏

名 

下側の表の左から９番目上から

３番目の項目の６文字目及び８

文字目から９文字目まで 

３１ 昭和４８年度被手術者名簿 被手術者氏名，被手術者現住

所，申請理由，手術者氏名，手

術者住所，申請者氏名，申請者

住所，手術実施月日，優生保護

法の該当条項 

下側の表の標題部分２文字目か

ら５文字目まで 

上側の表右側欄外の１文字目か

ら２９文字目まで 

３３ 昭和４７年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

３４ 昭和４７年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 
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ページ 対象行政文書 非開示とすべき項目 

３５ 昭和４７年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

３６ 昭和４７年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

３７ 昭和４７年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

３８ 昭和４７年度優生手術個人別明細

書 

氏名，手術実施病院，手術月日 

３９ 昭和４７年度優生手術個人別明細

書 

氏名，手術実施病院，手術月日 

４１ 昭和４７年度被手術者名簿 被手術者名，被手術者住所，申

請理由，手術者名，手術者住

所，申請者名，申請者住所，手

術実施月日 

４２ 昭和４７年度被手術者名簿 被手術者名，被手術者住所，申

請理由，手術者名，手術者住

所，申請者名，申請者住所，手

術実施月日 

４３ 昭和４７年度被手術者名簿 被手術者名，被手術者住所，申

請理由，手術者名，手術者住

所，申請者名，申請者住所，手

術実施月日，病院名 

表中左から８番目上から６番目

の項目の上段１０文字目から１

３文字目まで及び下段３文字目

から９文字目まで 

４４ 昭和４７年度被手術者名簿 被手術者名，被手術者住所，申

請理由，手術者名，手術者住

所，申請者名，申請者住所，手

術実施月日，指定医師名，変更

申請医師名，住所，病院名 

下側の表中左から９番目上から

２番目の項目の上段３文字目か

ら終わりまで及び下段３文字目

から終わりまで 
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ページ 対象行政文書 非開示とすべき項目 

４５ 昭和４７年度被手術者名簿 被手術者名，被手術者住所，申

請理由，手術者名，手術者住

所，申請者名，申請者住所，手

術実施月日 

４６ 特定個人に係る電話箋 １行目３文字目から７文字目ま
で 
２行目３文字目から終わりまで 
３行目４文字目から終わりまで 
４行目４文字目から終わりまで 
５行目１４文字目から終わりま

で 
６行目７文字目から終わりまで 
７行目５文字目から終わりまで 
９行目３文字目から７文字目ま
で及び１９文字目から終わりま
で 

１１行目１文字目から１７行目

１１文字目まで 

２０行目１文字目から２１行目

の終わりまで 

４７ 特定個人に係る電話箋 １行目３文字目から７文字目ま

で 
２行目３文字目から終わりまで 
３行目４文字目から終わりまで 
４行目４文字目から終わりまで 
５行目１４文字目から終わりま
で 
６行目７文字目から終わりまで 
７行目５文字目から終わりまで 
９行目３文字目から７文字目ま
で及び１９文字目から終わりま
で 

１１行目１文字目から１７行目

１１文字目まで 

２０行目１文字目から２１行目

の終わりまで 

  



 

15 

 

ページ 対象行政文書 非開示とすべき項目 

４８ 昭和４７年度被手術者名簿 被手術者名，被手術者住所，申

請理由，手術者名，手術者住

所，申請者名，申請者住所，手

術実施月日，優生保護審査会指

定医師名，今回指定医師氏名，

今回指定医師住所 

５０ 昭和４６年度優生手術個人別支出

明細書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

５１ 昭和４６年度優生手術個人別支出

明細書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

５３ 昭和４６年度優生手術個人別支出

明細書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

５４ 昭和４６年度優生手術個人別支出

明細書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

５５ 昭和４６年度優生手術個人別支出

明細書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

５６ 昭和４６年度優生手術個人別支出

明細書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

５８ 昭和４５年度優生手術個人別支出

明細書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

５９ 昭和４５年度優生手術個人別支出

明細書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

表下側欄外１文字目から３文字

目まで 

６０ 昭和４５年度優生手術個人別支出

明細書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

６１ 昭和４５年度優生手術個人別支出

明細書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

６２ 昭和４５年度優生手術個人別支出

明細書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

６３ 昭和４５年度優生手術個人別支出

明細書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

６５ 昭和４４年度優生手術個人別支出

明細書 

氏名，疾病名，手術実施病院名 
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ページ 対象行政文書 非開示とすべき項目 

６６ 昭和４４年度優生手術個人別支出

明細書 

氏名，疾病名，手術実施病院名 

６７ 昭和４４年度優生手術個人別支出

明細書 

氏名，疾病名，手術実施病院名 

６８ 昭和４４年度優生手術個人別支出

明細書 

氏名，疾病名，手術実施病院名 

６９ 昭和４４年度優生手術個人別支出

明細書 

氏名，疾病名，手術実施病院名 

７１ 昭和４３年度優生手術費交付金個

人別支出明細書 

氏名，疾病名，手術実施病院名 

７２ 昭和４３年度優生手術費交付金個

人別支出明細書 

氏名，疾病名，手術実施病院名 

７３ 昭和４３年度優生手術費交付金個

人別支出明細書 

氏名，疾病名，手術実施病院名 

７４ 昭和４３年度優生手術費交付金個

人別支出明細書 

氏名，疾病名，手術実施病院名

表中左から２番目上から１６番

目の項目の１文字目から終わり

まで 

表左側欄外１行目から終わりま

で 

７５ 昭和４３年度優生手術費交付金個

人別支出明細書 

氏名，疾病名，手術実施病院名 

７６ 昭和４３年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

７７ 昭和４３年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

７８ 昭和４３年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

７９ 昭和４３年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

８０ 昭和４３年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

８２ 委託料および扶助料請求 請求月日，手術実施指定医師，

患者氏名 
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ページ 対象行政文書 非開示とすべき項目 

８３ 昭和４２年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

８４ 昭和４２年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

８５ 昭和４２年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

８６ 昭和４２年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

８７ 昭和４２年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

８８ 昭和４２年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

表中左から２０番目上から１５

番目の項目の１文字目から終わ

りまで 

８９ 昭和４２年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

９０ 昭和４２年度優生手術費交付金個

人別明細書 

氏名，疾病名，手術実施病院名 

９１ 昭和４２年度優生手術費交付金個

人別明細書 

氏名，疾病名，手術実施病院名 

９２ 昭和４２年度優生手術費交付金個

人別明細書 

氏名，疾病名，手術実施病院名 

９３ 昭和４２年度優生手術費交付金個

人別明細書 

氏名，疾病名，手術実施病院名 

９４ 昭和４２年度優生手術費交付金個

人別明細書 

氏名，疾病名，手術実施病院名 

９６ 委託料請求 請求月日，手術実施指定医師，

患者氏名，病院名 

９７ 扶助料請求 請求月日，請求者氏名 

９８ 昭和４１年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

９９ 昭和４１年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 
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ページ 対象行政文書 非開示とすべき項目 

１００ 昭和４１年度優生手術個人別明細

書 

氏名，手術実施病院，手術月日 

１０１ 昭和４１年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

１０２ 昭和４１年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

１０３ 昭和４１年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院，

手術月日 

１０５ 昭和４０年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院

名，手術月日 

１０６ 昭和４０年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院

名，手術月日 

１０７ 昭和４０年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院

名，手術月日 

表中左から１９番目上から１５

番目の項目の２文字目から３文

字目まで 

１０８ 昭和４０年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院

名，手術月日 

１０９ 昭和４０年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院

名，手術月日 

表中左から１９番目上から１６

番目の項目の７文字目から終わ

りまで 

１１０ 昭和４０年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院

名，手術月日 

１１１ 昭和４０年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院 

１１３ 昭和３９年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院

名，手術月日 

表中左から１９番目上から２番

目の項目の４文字目から８文字

目まで 
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ページ 対象行政文書一覧 非開示とすべき項目 

１１４ 昭和３９年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院

名，手術月日 

表中左から１９番目上から１４

番目の項目の４文字目から７文

字目まで及び上から２０番目の

項目の４文字目から８文字目ま

で 

１１５ 昭和３９年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院

名，手術月日 

１１６ 委託料の請求 請求月日，手術実施指定医師，

患者名 

表中左から４番目上から１番目

の項目の１文字目から終わりま

で 

１１７ 扶助費 請求月日，患者名 

１１９ 昭和３８年度優生手術個人別明細

書 

氏名，疾患名，手術実施病院

名，手術月日 

１ ○行目とは，罫線が引かれている行については罫線ごとに数え，罫線がない部分につ

いては，文字が記載されている行を一番上から１行目として，順次数え上げたものであ

る。 

 ２ ○文字目とは，１行中に記載された文字を左詰めにした場合，一番左の文字を１文字

目として順次数え上げたものである。なお，句読点，文頭の記号等及び括弧はそれぞれ

１文字とみなし，空白は除いている。 
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別紙３ 

審 査 会 の 処 理 経 過 

 

年  月  日 処 理 内 容 

令和 元． ７．１９ 〇 諮問を受けた。（諮問第２２８号） 

令和 元．１２．２３ 
（第３９８回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

令和 ２． １．２９ 
（第３９９回審査会） 

○ 事案の審議を行った。 

令和 ２． ２．２７ 

（第４００回審査会） 
○ 事案の審議を行った。 

令和 ２． ３．２６ 
（第４０１回審査会） 

○ 事案の審議を行った。 

令和 ２． ５．１８ 
（第４０３回審査会） 

○ 事案の審議を行った。 

令和 ２． ６．２２ 
（第４０４回審査会） 

○ 事案の審議を行った。 

令和 ２． ８．２４ 
（第４０６回審査会） 

○ 事案の審議を行った。 

令和 ２． ９．２８ 
（第４０７回審査会） 

○ 事案の審議を行った。 

令和 ２．１０．２３ 

（第４０８回審査会） 
○ 事案の審議を行った。 

令和 ２．１１．２５ 
（第４０９回審査会） 

○ 事案の審議を行った。 

令和 ２．１２．２３ 
（第４１０回審査会） 

○ 事案の審議を行った。 

令和 ３． １．２５ 
（第４１１回審査会） 

○ 事案の審議を行った。 

令和 ３． ２．２２ 

（第４１２回審査会） 
○ 事案の審議を行った。 

令和 ３． ３．２６ 
（第４１３回審査会） 

○ 事案の審議を行った。 

令和 ３． ４．２３ 

（第４１４回審査会） 
○ 事案の審議を行った。 
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（参考） 

宮城県情報公開審査会委員名簿（五十音順） 

 

 （令和２年９月３０日まで） 

氏   名 区   分 備   考 

青 木 ユ カ リ 

特定非営利活動法人 

せんだい・みやぎ NPO センター 

常務理事兼事務局長 

 

蘆 立 順 美 
東北大学大学院法学研究科教

授 
会長職務代理者 

板  明 果 
東北学院大学経済学部経済学

科准教授 
 

十 河  弘 弁護士 会長 

松 尾  大 弁護士  

 

（令和３年５月１９日現在） 

氏   名 区   分 備   考 

青 木 ユ カ リ 

特定非営利活動法人 

せんだい・みやぎ NPO センター 

常務理事兼事務局長 

 

板  明 果 
東北学院大学経済学部経済学

科准教授 
会長職務代理者 

滝 澤 紗 矢 子 
東北大学大学院法学研究科教

授 
 

千 葉 達 朗 弁護士  

松 尾  大 弁護士 会長 

 


